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令和元年６月橋本市議会定例会会議録（第５号）その２ 

令和元年６月20日（木） 

                                          

（午前９時30分 開議） 

○議長（土井裕美子君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は18人で全員でありま

す。 

                     

○議長（土井裕美子君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告します。 

 今回、提出された請願はお手元に配付の請願

文書表のとおり２件であります。これを会議規

則第141条の規定により、請願第１号 水道料

金の引き上げ中止を求める請願についてと、請

願第２号 可燃ごみ問題について、今一度、全

地域の声、市民の声に耳を傾けて頂きたく、行

政と市民の対話を求める請願については、いず

れも経済建設委員会に付託いたします。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（土井裕美子君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の

規定により、議長において５番 板橋さん、10

番 髙本さんの２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 議案第６号 橋本市立児童館設

置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第２ 議案第６号

橋本市立児童館設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第６号については、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会の付託を省略いたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第６号 橋本市立児童館設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第３ 議案第７号 橋本市立公民館設

置及び管理条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第３ 議案第７号

橋本市立公民館設置及び管理条例の一部を改

正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、
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質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第７号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第７号 橋本市立公民館設置

及び管理条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第４ 議案第８号 橋本市火災予防条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第４ 議案第８号

橋本市火災予防条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第８号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第８号 橋本市火災予防条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第５ 議案第９号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（土井裕美子君）日程第５ 議案第９号

橋本市介護保険条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第９号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、
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討論を終結いたします。 

 これより議案第９号 橋本市介護保険条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第６ 議案第10号 橋本市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（土井裕美子君）日程第６ 議案第10号

橋本市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第10号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第10号 橋本市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第７ 議案第11号 橋本市ひとり親家

庭医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第７ 議案第11号

橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）おはようございます。こ

の改正の条文を読んでて、何となく違和感を感

じたんですけれども、配偶者のない男子または

女子及び児童の前に、ひとり親家庭のというの

をつけ加えたこの意図について、説明をお願い

します。 

○議長（土井裕美子君）答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）改正前の配偶者

のない男子または女子というところで、ここの

部分については課内でちょっと協議したんで

すけども、このままではひとり親という家庭が

特定できないということで、それをはっきりす

るために、ひとり親家庭の配偶者のない男子ま

たは女子ということで改めさせていただきま

した。 

○議長（土井裕美子君）11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）この文書だけでは限定で

きないということなんですけど、そもそもこの
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条例の名前が、ひとり親家庭医療費のというふ

うになっているのですごく違和感を感じたん

ですけど、限定できないということでいえば、

今まで問題があったことがあったということ

でしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）今までは問題あ

りませんでした。今回、下の月のところの改正

案がありましたので、それと上は一緒に改正さ

せていただきました。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第11号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第11号 橋本市ひとり親家庭

医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第８ 議案第12号 橋本市災害弔慰金

の支給等に関する条例の一部を

改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第８ 議案第12号

橋本市災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第12号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第12号 橋本市災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第９ 議案第13号 橋本市重度心身障

害児（者）医療費の支給に関する

条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（土井裕美子君）日程第９ 議案第13号

橋本市重度心身障害児（者）医療費の支給に関

する条例の一部を改正する条例について を

議題といたします。 
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 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第13号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第13号 橋本市重度心身障害

児（者）医療費の支給に関する条例の一部を改

正する条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第10 議案第14号 橋本市水道事業給

水条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第10 議案第14号

橋本市水道事業給水条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）そしたら、今回の水道料

金の値上げ、かなりもともと橋本市の水道料金、

県下９市の中で最も高い、20㎥使ったとして

3,560円ということで、田辺市では同じ20㎥で

2,160円ということで大きな差があります。こ

れまで繰り返しいろいろな市民の間でご意見

を聞いていますが、本当に水道料金が高いとい

うことで、特に大阪とか他府県から来た人たち

はメーターが間違ってるんちゃうかと思うほ

ど、びっくりするほどの料金が高いということ

で、橋本市へ引っ越してきた場合にそうおっし

ゃる方がかなりおられます。 

 そんなことで、今でさえ高いこの水道料金の

今回の値上げは、やっぱり市民の間ですごく大

きな疑問で広がっております。橋本市の水道料

金を考える会というのが５月の末にできまし

て、そこで皆さんがいろいろ地域の方に声をか

けながら署名を集めておられたわけなんです

が、3,200人以上の署名が集まっているという

状況でございます。それほど特に今回の値上げ

については、十分市民の間では理解されてない

し、納得されてないというのが状況でございま

す。 

 そういう意味で、今回私が申し上げたいのは、

特に水道法というそもそものことなんですが、

水道法にこのように書いてあります。水道を計

画的に整備し、及び水道事業を保護育成するこ

とによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を

図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善

に寄与すると。これは原則の原則なんですね、

水道法で示されておりますので。 

 それで、もう一つ、つけ加えて申し上げたい

のは、できたばっかりの橋本市の自治と協働を

はぐくむ条例、ここではこのように書いていま

す。ご存じのように、市長等は市政運営に関す

る情報について速やかにかつわかりやすく市

民に提供することにより、市民との情報の共有

に努めますと定めています。そういう意味で、

今回の場合は、市民に対して昨年と今年の初め

と２回にわたって各戸に今の水道の事業状況

についてチラシをお配りされて、また、それと
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さらに、「広報はしもと」でも市民の皆さんに

説明されているように、説明というか一方的に

市からのそういう情報を伝えたわけでござい

ますが、なぜ水道料金を上げなくてはならない

かということで、３回にわたっての情報を市民

への提供しておりますが、どういうことにどれ

だけの費用がかかるかとか具体的なその話は

抜きにして、ただ、こういう状況なんで値上げ

はやむを得ないというふうな内容を伝えるよ

うな内容でございました。 

 それで、このはぐくむ条例で言われています

ように、市民との情報の共有に努めますと。ど

れだけ市民に対して情報を提供したかいうと、

私は疑問があると思います。詳しく値上げに至

った情報が、なぜこういうことで値上げしなく

てはならないかという、今回値上げの案が出て

いますがそこに至るまでの説明は市民には伝

えられておりません。だから、一方的な値上げ

のように市民の間では受け取られております

ので、そういう意味ではちょっと疑問が残りま

す。 

 そして、お尋ねしたいんですが、一点お聞き

したいことは、かつらぎ町も九度山町も、今回

橋本市は進んでこういう値上げを提起してお

りますが、値上げをしておりません。他市に比

べてあまりにも高いということの理解が市民

の間で得られておりませんので、先ほど言いま

したようにそういう疑問が残ります。 

 それで、今回お聞きしたいんですが、特に先

ほど申しました反対の署名もたくさん集まっ

ておりまして、3,000人超えておりますので、

特に私が地域でお話を聞いている中では高野

口町なんですね。旧高野口町、旧橋本市が合併

して、当時はしばらく料金据え置きだったんで

すが、一気に値上げされて以降、現在、向こう

は地下水というか、紀の川上水ではございませ

んので、そういう意味では今の水はおいしいと

おっしゃっている方が、本当にどこへ行っても

聞くんです。それは、これが接続されるからそ

ういうようになっているんですが、そのおいし

い水、またこれから値上げされるということで、

これまで安かった高野口町の水道料金が今回

また値上げ……。 

○議長（土井裕美子君）髙本さん、もう少し簡

潔に、質疑でございますので、簡潔に質疑をお

願いいたします。 

○10番（髙本勝次君）はい。前置きが長くなり

まして。 

 一つお聞きしたいんですが、お答えいただき

たいんですが、地方公営企業法18条という条例

がございます。それをちょっと説明していただ

けたらと思いますので、ぜひ。重要な内容でご

ざいますので、どういう条文であるかをちょっ

とお答え願いたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）答弁できますか。 

 水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）今、地公法の資

料、手元にございませんので、後ほどにさせて

いただけますか。 

○議長（土井裕美子君）答弁できますか。 

 水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お待たせしまし

た。第18条は、地方公共団体は、第17条の２第

１項の規定によるもののほか、一般会計または

他の特別会計から、地方公営企業の特別会計に

出資をすることができるという条文でござい

ますか。 

○10番（髙本勝次君）最初から全部、終わりま

で読んでいただけませんか。 

○議長（土井裕美子君）ちょっとお待ちくださ

い。10番 髙本さん、条文の説明を全てしてく

れという。 

○10番（髙本勝次君）いや、説明じゃなくて条

文を読んでくださいということで。 

○議長（土井裕美子君）条文を読んでいただく

だけでいいのですか。この水道の質疑に関係が
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ございますか。 

○10番（髙本勝次君）条文がかなり関係ありま

すので。 

○議長（土井裕美子君）条文を全部読めますか。

お手元にございますか。 

○水道環境部長（宮田典和君）はい。 

○議長（土井裕美子君）それでは、水道環境部

長。 

○水道環境部長（宮田典和君）では、今１項を

読ませていただいて、２項、地方公営企業の特

別会計は、前項の規定による出資を受けた場合

には、利益の状況に応じ納付金を一般会計また

は当該他の特別会計に納付するものとするで

ございます。 

○議長（土井裕美子君）10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）私の手元にあるこの18条

を読んでみます。このように書いています。 

 地方公共団体は、地方公営企業について、災

害の復旧その他特別の事由により必要がある

場合において予算の定めるところにより、一般

会計または他の特別会計からの繰入金による

収入をもって当該企業の経費を充てることが

できると書いています。これに書いています一

般会計特別会計から充てることができるとい

う意味の内容なんですが、ちょっとこれを説明

していただけますか。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）すいません、そ

れは17条の３の補助という条文ではないでし

ょうか。今おっしゃった地方公共団体は、災害

の復旧その他特別の理由により必要がある場

合には、一般会計または他の特別会計から地方

公営企業の特別会計に補助をすることができ

る。補助の項で、第17条の３かと思いますが。 

○10番（髙本勝次君）私が読んだのは18条。 

○水道環境部長（宮田典和君）18条は先ほど私

が読ませていただいた出資で、地方公共団体は、

第17条の２第１項の規定によるもののほか、一

般会計または他の特別会計から地方公営企業

の特別会計に出資をすることができる。２項、

地方公営企業の特別会計は、前項の規定による

出資を受けた場合には、利益の状況に応じ納付

金を一般会計または当該他の特別会計に納付

するものとするというのが第18条、いわゆる出

資という項だと思います。 

○議長（土井裕美子君）ちょっと議事整理のた

めに、暫時休憩をいたします。 

（午前９時54分 休憩） 

                     

（午前９時56分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、再開をいた

します。 

 水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えいたしま

す。 

 今、おただしいただきました出資補助をする

ことができるという場合、いわゆる特別な理由、

特にここには災害復旧その他特別の理由とい

う条件でございます。確かに補助をすることが

できるとは書かれております。ただし、これは

災害等特別の場合という形で、私どもが今提案

しているのが公営企業法でございますので、基

本的には基準内繰り出しはお受けいたします

けども、基準外というのは自助努力した中で、

最後の特別の理由があった場合には欠損を出

すことができませんので、そういう状況はあろ

うかと思いますけども、基本的には、そういう

特別の場合以外は企業会計の中で回っていく

というふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）47ページの表なんですけ

れども、左側の新しくなった数字で一般用大口

基本料金の横が空白でして、横に１万5,840円

というふうに書かれているんですけれども、そ
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の後、１㎥ごとに198円ということで書かれて

いまして、一々分ける必要ないんじゃないかな

と。全部、結局1,980円でやれば、あとは全部１

㎥増えるごとにずーっと198円なわけでして。

こんな１万5,840円で横空白というのは意味が

わからないんですけれども、教えてください。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）確かに、おっし

ゃられるとおりでございます。実はこれ、平成

12年ですか、法改正したときに、いろんな料金

体系を統一いたしまして、それで、本市の場合

は均一性と、いわゆる右肩上がりで使用料掛け

る単価でございます。大口という規定は、特に

営業用というか産業用を想定しておりまして、

その方には基本料金制として80㎥の分は毎月

いただくと、使用料の80㎥未満にもかかわらず

いただくと、そういう形で規定しております。 

 おっしゃるように中身的には80㎥を超えて

いけば同じですけども、80㎥未満でも基本料金

としていただくと。こういうふうに、いわゆる

一般家庭用と仕分けしておる次第でございま

す。 

○議長（土井裕美子君）８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）と言われましても、80㎥

以下でも、例えば、75㎥でも80㎥のお金を払わ

なあかんというような契約は、この料金表から

誰もしないって。10㎥を超えて１㎥198円の積

み重ねでいけば、75㎥使ったら75㎥のお金を払

えばいいんですから、あえて大口の契約なんか

誰もしなくなりますよ。だから、これ、全然80

㎥にしたというメリットは何もないわけで、５

㎥超えて1,980円ですから、ここから以降、全

部１㎥上げるごとに198円上がっていくだけの

話ですから、こんなんやっても大口誰もないの

に表に上げとく必要は全くないんじゃないか

なと思うんですが、同じ質問ですから一つでい

いですよね。これ、２個になるんですか。 

○議長（土井裕美子君）２回目です。 

 答弁を求めます。 

 水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）料金の結果とし

てはおっしゃるとおりだと思います。ただし、

設備に関しまして、一定量80㎥以上使っていた

だくという形であれば、当然装置類もそれに見

合ったものを用意していくと、大口利用を想定

しています。確かに分担金という形ではもらっ

とるんですけども、大口であるがゆえに装置関

係も配慮していくと。こういう形で、産業用と

してこの大口の料金制がずっと今まで残って

いると。 

 おっしゃるように、使用料が少ないんであれ

ば小口、いわゆる家庭用ですけども、そういう

契約というのも、実際にはそういう形が多々あ

ろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ６番 辻本さん。 

○６番（辻本 勉君）今回の値上げの件なんで

すけども、以前から水道料金についてはいろい

ろ議論をしておりまして、基本料金を２段階に

分けていただいてやっていただいとるという

ことについては大変評価をしておるんですが、

いかんせん大きな値上げになりますので、この

値上げをして市民に負担を強いるわけですけ

ども、これで市民に負担するんであれば、この

ことに並行して行政として、今までもいろいろ

削減、やっていただいとるんですけども、今回

特別にこういうことを削減しますよという何

か一つ話はないんでしょうか。 

 それと、我々は中身についてはわかっとるん

ですけども、基本的には住民説明が不十分であ

るという認識はみんな持っておるんではない

かと思うんですけども、その辺も含めましてご

答弁をお願いしたいと思うんですけど。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 
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○市長（平木哲朗君）辻本議員の質問にお答え

をします。 

 今までも14万5,000人という水道施設の中で

やってきたことは、私になってから水道施設を

見直して小さくしていこうと、ダウンサイジン

グを進めてきました。そして、集金とか開栓業

務であるとかそういうのを民間委託をしなが

ら、コスト、人員も削減をしておりますけども、

さらなる削減はしていかなあかんのかなとい

うふうに思っています。その中で、住民への説

明というのがビラを２枚入れただけのような

ところも確かにあります。 

 今回、提案させていただいたのは、料金を上

げることによって橋本市の水道の状況という

のを理解していただくということが大事にな

ってくるかなと。ただ、上げ幅もわからずに住

民説明会をしたところで、どれだけの人が参加

をしてくれるのか。上げるということで今回条

例を提示したことによって、じゃあ、橋本市の

水道のことについて多くの市民の皆さんに逆

に興味を示していただいて、私たちもこのまま

では水道がだめなところまで来ているという

ことを、いかにこの条例を通じて発信できるか

なということだと思います。 

 これ、なかなか普通に説明しても、私が市長

になって財政健全化を市民の人に福祉センタ

ーでやったときも、やっぱり来ていただけるの

は興味のある方と区長会の皆さんと職員だけ

やったというふうなところもありまして、実際

に上げることによって、今の橋本市の水道の状

況が多くの市民の皆さんにわかっていただけ

るメリットがあるのかなと。本来、私が次の再

選を狙うとか、ごみの問題もそうですけど、普

通はやらないことを、本当にここまで財政が来

たら、やっぱりそういう難しい問題を市民の人

に悪いことを隠さずに提示をしていくという

ところが大事かなと。 

 私、楽しようと思ったら、我慢して我慢して、

そしてもう無理ですと言うて請願に書いてあ

るような135％の値上げをいきなりやるとかっ

ていう方法はあるかと思いますけども、平成25

年の消費税５％から８％に上がったときも、水

道料金を値下げして、それに1.08で今の水道料

金に合わせたという行政が提案をしてある。そ

うなった経緯は私はいてなかったんでわかり

ませんけど、その中でその分だけ消費税を負担

したり、あるいは水道収入を減らしてきた責任

というのは私たち行政側にもありますし、その

14万5,000人、先ほど10番議員も言われてまし

たけども、じゃあ、今ゼロに戻せるのという、

今ある現状の施設を考えてどれだけダウンサ

イジングができて、どれだけの水道を維持する

ために、どういうことをこれからしていくのか

ということを住民の皆さんに説明していかな

いといけない。 

 ただ、私も通るか通らないかわかりません。

皆さんがどう考えているのかというのは、議員

の皆さんの判断やと思います。だから、私ども

も通った場合と通らない場合の対策というの

もこれから考えていかなければなりません。先

ほど言われた水道法の中にも、安定した水を供

給しなければならないという、低廉というのは

たしか第３ぐらいのところに、第１と第２はま

た別の水道法の項目があったと思います。ちょ

っと覚えていないんですけども、髙本さんの言

われたのは三つ目のところやと思います。そう

いう中で、こういうふうにやっぱり提案をして

いかないと、橋本市の水道の実態ってほとんど

わかっていただけないというふうに思ってい

ます。 

 この議会が終わりましたら、日も決めていま

すので、８箇所か９箇所やったと思うんですけ

ども、そこに説明に入っていきます。そこでま

た、水道のあり方についても十分お話を聞いた

中で、理解をいただけるような努力はずっと続

けていくつもりでおりますし、辻本議員の質問
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には十分なお答えになってないかもわかりま

せんけども、やはり市民の人に今の水道の現状

を理解してもらうためには、料金を上げるとい

うことを思い切って伝えて、その中で市民の皆

さんに本当に橋本市の水道の状況というのを

考えていただくことが大事かなというふうに

思っています。今までの人やったらやらんこと

を私はやっているつもりで、私はやめたら済む

ことなんでそれはそれでいいと思うんですけ

ども、やっぱりこれからの橋本市の将来をどう

いうふうにしていくのか。 

 先日からも財政が厳しいというお話しして

いますけども、財政健全化もまだ進めて職員の

給料もカットしている中で、どれだけ財源を維

持しながらいくか。高齢化ということは、社会

保障の伸びがどんどんどんどん上がってくる。

その中で税収が上がってこない。普通企業だっ

たら利益をそこに回せばいいんですけど、なか

なか行政というのはそういうやり方ができな

いし、財源がないと、先ほど17条のところで言

ってましたけど、一般会計から繰り出すとなる

とそれだけの財源を一般会計から出すという

ことは何かをやめるという選択も必要になっ

てくるということになります。 

 私たちもこれから市民の皆さんに十分な説

明に努めていきいたいというふうに思ってお

ります。今後さらに人員の削減であるとか、コ

スト削減にはより一層努力をしてまいりまし

て、できるだけコストの削減には努めていくと

いうふうに考えておりますので、私も水道事業

管理者でありますので、そこの部分については

大きな責任があると思っておりますので、今後、

水道環境部とともに取り組んでいきたい。 

 本当に橋本市の水道は高い高いというのを、

私も水道料金を払っているのはわかっている

んで、その中でも安定した水を供給できるよう

に、私たちの仕事はそれに努めていくというこ

とになりますので、精いっぱいやっていければ

なというふうに思います。水をとめてもええっ

て言っていただけるんだったらそれでいいの

かなと思いますけども、このままいけば耐震に

関する水道管の整備というのも、果たして進め

ていくことができるのかというふうなことも

市民の皆さんに、この間の新潟、山形の地震で

も、水道管が破裂してるようなことも聞いてい

ますので、より一層災害に強い水道というのを

つくっていかなければならないのかなという

ふうに思っておりますので、辻本議員言われる

ように、これからさらなるコストの削減と、さ

らなる市民の皆さんへの説明を徹底してやっ

ていきたいと思っておりますので、ご理解よろ

しくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）６番 辻本さん。 

○６番（辻本 勉君）水道料金の値上げという

ことについては、私たちもやむを得ない部分が

あるということで理解はしておるんですけど

も、我々が言っておった基本料金の10㎥という

ところを変更してもらうということで、その辺

の努力もいただいておるんで、その辺もどんど

んＰＲしていったほうがええかなと思うんで

す。今までは一律で１㎥、２㎥使っておっても

10㎥分払わなあかんということで、大変な家庭

がたくさんあったと思うんですけども、そちら

についてはほとんど値上げはされてない。消費

税の分がありますけどもされてないと。この辺

はやっぱり当然、説明の中で十分ＰＲしていく

べきかなと思うんです。 

 私が一つ尋ねたのは、水道料金、これは生活

に密着しておりますので当然破綻するわけに

いきませんし、それなりの負担は当然していく

べきやと思うんですけども、それはそれとして、

今回こういう値上げがあるんで、そしたらこれ

を契機ということはないんですけども、平木市

長になってからいろんな削減はしていただい

ています。財政状況が大変厳しいんでいろんな

ところで削減しているけども、今回これを値上
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げをお願いするんで、こういうところはもうい

っぺん大きく削減しますという目玉があれば

市民も納得しやすいかなという気はするんで

す。それを聞かせてもらえたらと思ったんです

けども、常々削減していただいとるのはわかる

んですけども、今回特に値上げは市民にお願い

するんで、これだけのものは削りますよという

話があればいいかなというふうに思ったんで

させてもらったんです。 

 それと、これ、計画を我々も説明受けとるん

ですけども、第５次拡張事業の橋本水道事業施

設再構築計画、ダウンサイジングの関係は説明

は受けておるんですけども、この辺が恐らくコ

ンサルがやった分やと思うんですけども、この

辺がはっきり言うて私たちも本当にこれだけ

の工事が必要でこれだけの費用が要るんかと

いうことについては、はっきり言うてわからな

い。技術屋ではありませんのでわかりませんの

で、この辺を十分水道環境部が詰めた中でこの

数字が出てきておるんかどうか。コンサルから

上がってきたとおりでそのままでいってるん

かどうか。その辺も含めて、今後その辺の数字

がさらに見直しをされる可能性があるんかど

うか、その辺どうですか。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えいたしま

す。確かに、おっしゃる当初の数字はコンサル

から出ております。ただし、私どもが理解する

中で、ちょっとこれは説明しづらいとこと、そ

れと、このくらいまとめてしなくてもいいんじ

ゃないかと、その中では精査して、それに基づ

いて今回の提案で、当然、今回の提案でも５年

間の値上げ、５年間でという形ですけど、また

以降も当然ですけども全て見直してまいりま

す。その中で説明していただいて、ご理解でき

るような形になればと。それ以外にまたいろん

なことが出るかもしれませんけども、当然、資

料としてはいただいた資料がありますけども、

職員として十分今は精査した形で臨んでおり

ます。また今後もそういう形で取り組みます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 14番 小西さん。 

○14番（小西政宏君）今の関連のところで、市

長が説明していただいたこと、すごく僕は認識

をしています。なので、一個人としては一緒に

役割と責任は果たしていかなあかんかなとい

うふうに思っている中ですけども、今しっかり

と市民の方に説明をしていくというふうに答

弁もありましたけども、この条例と関係がある

のかないのかは別として、全協と委員会と水道

について議論させていただくときがありまし

たけども、そのときには、住民には説明をしな

いというふうに当時は言っていました。けども、

なぜこの短期間の中で、いきなりそこまで方向

転換があるのか。市長が言うてる言葉が本気で

あって思うことであるとするならば、なぜその

段階からしっかり市民の方に説明をしていく

というふうにあのときなかったのかというと

ころがやっぱり一点気になるかなと思います。 

 結果としてはこれからしていくので、それは

それでええと思うんですけども、なぜその時点

ではしないというふうな言い切りがあったの

かなというふうには思ってたりはするんです

けども、その辺どういう見解なのかお答えくだ

さい。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）確かに委員会の

中で、そういう発言をさせていただいたのはご

ざいます。ただ、それにしても、私自身もそう

ですけどもちょっと無理があると。こういう形

で市民に迷惑かけるので、あの形でやり遂げま

したというのはなかなか無理があるなと。そう

いう形で反省もいたしまして、積極的に説明に

上がると。 

 それと、時期的にも、金額等をお示しできず

に市民説明できるのかという迷いもありまし
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た、確かに。ただ、あの委員会でもご指摘を受

けましたように、やっぱり基本は積極的に市民

にお伝えして意見も賜った中で、そういう形で

取り組んでまいりたいと。今、市長が申しまし

たように、各中学校区くまなく回る形で、７月

から８月にかけて説明をさせていただきたい

と思っております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ９番 南出さん。 

○９番（南出昌彦君）一点ちょっと質問させて

いただきます。さっき水道法のことも話があっ

たんですけども、昨年12月に水道法が改正され

たというところで、内容としては水道事業の基

盤強化と広域連携の推進というところが示さ

れております。そんな中で、厚生労働省が新水

道ビジョンということで、地区住民に対して事

業の安定性とか持続性、これをしっかりと示し

ていく責任があるということが言われており

ます。 

 それで、都道府県の水道ビジョンというのを

また県も示していかなあかんということなん

ですけども、この４月１日現在で、全国で24都

道府県がその水道ビジョンというのを策定さ

れていますが、和歌山県は策定は残念ながらま

だされていないと。それから、広域的な水道整

備計画ということで、これ、関係地方公共団体、

橋本市でしたらかつらぎ町とか、そういう近隣

の公共団体、いろいろ立ち位置、条件も違いま

すけども、いろいろその関係の地方公共団体と

共同で県に整備計画を要請するということが

できるということで、これも現在、35都道府県

で67地域がこの整備計画を策定されています

が、和歌山県は策定されていないということで

す。 

 また、今年の１月に、水道広域化推進プラン

を都道府県策定しなさいよというふうに総務

省から知事宛てに行ってるんですけども、こう

いう値上げの厳しい環境の中で値上げをせな

あかんということの中で、この水道事業がそろ

そろ広域化というふうな方法も本格的に検討

せなあかんなという時期に来ているんかなと

いうふうに思います。そんな中で、香川県は、

実質的に……。 

○議長（土井裕美子君）南出さん、もう少し簡

潔にしていただいて、質疑でございますので。 

○９番（南出昌彦君）わかりました。そういう

ことで、値上げの説明をする際に、やはりこれ

からの橋本市の水道はこういう方向に進めて

いかなあかんという検討もしているというこ

とで市民に理解を得れる説明をする中で、こう

いう内容も検討してはどうかなと思うんです

けど、どうでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）答えられますか。 

 水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）ありがとうござ

います。議員ご指摘のとおり、確かに水道法改

正されまして、県の広域化推進する義務を負う

と。事務レベルでは、一昨年、平成29年から県

の職員、生活衛生課と市町村課によって、ブロ

ックごとに協議を実務レベルでは始めており

ます。私どもといたしましても、議員のご指摘、

ご提案のとおり、持てる水を有効に活用してい

ただいて、規模のスケールメリットを得るよう

なそういう形に連なっていければいいと。 

 それと、近隣のほうにも担当レベルでは声か

けはさせていただいておりますけども、いかん

せん私どもの表流水の単価と各町の井戸と、そ

こらがなかなかすり合わせが難しい。ただ、お

っしゃるように、これからはメリットを求めて

協議していく価値は十分あると思いますので、

今後検討してまいります。取り組んでまいりま

す。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）今回の値上げで、１㎥当

たり198円ということで、これは一番最初の料
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金改定からすれば20％から約10％程度にはな

っておると理解しとるんですけども、恐らくこ

の算出にあたって、多分段階的な料金改定とい

うことは、先ほど１番議員も言われたように、

そういう形になっておると思います。もし住民

に説明するときには、今回は198円やけども５

年後どうなるとか、やっぱりそういったきっち

りした説明をしていかな、また延々とこのお金

ですかよという話にもなりますので、そういっ

たことは十分考えて説明していただきたいと

思いますけども、そのあたりはどうですか。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）議員おただしの

とおり、当初は審議会の答申どおり20％という

形で考えておりました。ただ、それはいきなり

ちょっと検討、中で見直した結果、当面５年間

のうちに浄水場を更新するという形で下げて

提案をさせていただいております。その条件に

なりますのは、20年で総額約195億円という形

になりますので、今回低ければ後々また負担を

お願いせざるを得ないと。ただし、その中でも

取り組んでいく事業について精査していくこ

とによって、値上げをしないように、もしくは

できる限り少なく負担をできる限り軽くする

ように取り組んでまいるのは、私どもの仕事と

思っております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

私、基本的にはこの議案に対してマルかペケか

の議論をする場なので、ずれることをいつも言

うてしまうんでおわびするんですけど、一応そ

れに基づいてお伺いしたいんですけど、私は市

長と同じ、ここにおられる皆さん選挙人でござ

います。ほんで、やっぱり市民の思いをいただ

いてここに立っとるわけです。私はこの間の統

一地方選挙のときに、やはり「水道どうよ」っ

て聞かれる方がおるんですね。僕は、だから、

そこで市長の思いと一緒なんですけど、そのと

きその瞬間ええ格好せんと、やっぱり１割、２

割は上がるであろうということを、自分の腹の

中に入れて、きょうまで来とるんですね。その

中でこれを聞くんですけど、やっぱり水は大事

なことで、必要不可欠で、ほんで、市長の本気

度というのは今の答弁で伝わってくるんです。

それをやっぱりどう周知していくかというこ

とは、市長のいつも僕、口すっぱくなるほど言

うんですけど、市長の思いイコール人事におい

て選ばれた部長、課長らがそれをちゃんと血肉

に変えれとるんか。で、発信できとんか。どう

いうふうに説明できとるんかということがま

ず根底にあります。 

 そこで、伺うんですけど、今の感覚で言うた

ら、やっぱり最終的に極論を出してくるじゃな

いですか。じゃあ、とめればええんですかとか、

じゃあ、どっかを切り崩せばええんですかと言

われたら、せっかくの思いがちょっとしんどい

部分になって、私らはいずれ上げらなあかん、

必要なものは上げてでも必要やって訴えとる

人もおるし、高くなってはだめだからというふ

うな、それは賛否両論、十人十色なんで、この

議場でやるべきやと思うんですけど、そこの思

いをきっちり形にね、それぞれの皆さんが一言、

二言、三言って多いんですね。やっぱり副市長

もそれ、ブレーキかけなあかんと思うんです、

はっきり言うて。理事も技術屋でおるんやから、

そこから曲がって発信するからこういうこと

になると僕は思います。 

 その上で聞くんです。説明していくって、今

後説明に行くって言いますけど、説明に対して

の内容をどういうふうに精査するかというの

は今皆さんやってますけど、その周知方法です

わ。いつもチラシ入れるだけとか、広報、ホー

ムページって言いますけど、それ以外のやっぱ

りもっときめ細かいことというのを真剣に本

気度出してやっていただけるという覚悟とか
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決意とか、水道部長、あるんですか。その辺ち

ょっと周知方法と覚悟とを教えてください。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えいたしま

す。まず、いろんな周知方法がありますけど、

今回は７月、８月の検針があります。検針時に

各戸に開催の案内と、プラス今、水道の現状を

わかりやすく説明したＱ＆Ａ方式で、水道と下

水の表裏で配らせていただきます。 

 それと、各地域におきましては、見ていただ

くのは回覧が一番有効だと思います。区長会に

お願いして、内容の是非は別としてこういう会

を開催すると、市民に説明する会を開催するに

あたり回覧を回させてくださいと、これはお願

いに上がりました。それは大部分のところでは

ご承諾いただいておりますから、市民に対して

は、利用者については水道の検針時と回覧時で

回ると。 

 で、場所はこの地域限定ではございませんの

で、９箇所回る中で時間が合えば、日が合えば、

どちらへ行っていただいても結構ですよと、公

民館、学校、それと産業文化会館等いろんな人

数に対応できる場所を用意しておりますので、

そういう形で説明して、それと、今回の本気度

と言いますけども、市長、先ほど申しましたよ

うに、先送りして後でしょうがないからだめな

んですよというのも、それは結果としてあるん

ですけども、私どもは積極的に今耐震化して浄

水場を守らないと、市民の安全は守れないと。

だから、怒られるのは覚悟ですけども、必要だ

と思って精査して条例を提案させていただい

ております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。

私が聞きたかったのはそこなんです。それをこ

こで、私らは全員、市民に問われたら説明責任

というのがあるからここで議論して、議場でこ

ういうことを議論したんで私らはマルにしま

した、ペケにしましたということになると思う

んで、そこをやっぱり軸が僕はずれてくると思

うんで、あとその周知はそれですばらしい取り

組みだと思いますので、私はそれを支持できる

なという思いはあります。 

 あと、最後に、６番議員もさっきおっしゃっ

てましたけども、やっぱりこれだけ削ったんで

こうするというのも確かにあると思います。で

も、片や、県下９市で一番高い水道やと言われ

てでも、すごいええ水なんだ、例えばですよ。

ほかに、僕は県下９市で平木市長は一番福祉に

思いの持っている市長であるとかそういうの

も、ここは高いけどもここの行政サービスは橋

本市が一番なんだというところもやっぱりア

ピールしていくべき、ピンチをチャンスにとい

うのはそういうことやと思うんで、答弁は結構

ですのでその思いだけしっかりお願いします。 

○議長（土井裕美子君）答弁求めませんか。 

○15番（堀内和久君）はい、求めません。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第14号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時28分 休憩） 

                     

（午前10時45分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第11 議案第15号 橋本市下水道条例

の一部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第11 議案第15号 

橋本市下水道条例の一部を改正する条例につ
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いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 岡さん。 

○17番（岡 弘悟君）恐らく経済建設委員会に

付託されると思われるので、あまり難しいお話、

あまりしつこくは聞くつもりはないんですけ

ど、ただ、１件、この下水道条例、値上げの話

になるんですけども、そもそも論、企業会計に

なる前から今の現状ではやっていけないとい

うことはずっとわかっておった中で、議員の提

案の中でも以前、もう10年ほど前にもなります

けど、当時、中西峰雄市会議員もおっしゃって

いました。 

 その後、僕もずっとこのお話はさせてもらっ

たんですけども、先ほど市長がおっしゃってい

た設備のダウンサイジングの話なんですけど

も、やはり下水道事業はそのときから、このま

ま広げていっても採算はとれない、余計に赤字

になっていく、赤字箇所が増えてくる。そうい

った中で下水道事業を考えていかなければい

けないという議論も数多くさせていただきま

した。 

 その中で、今その結果、どれほどの事業規模

を縮減できたのか、実際できていないのか。そ

れと、あと、もう一点気になるのは、今回のこ

の値上げによって基準内繰り入れの中でやっ

ていけるのかどうかというのが一点一番気に

なるなんです。つまり、今企業会計になって、

営業だけで、営業収益の中でやっていけること

はないとは思うんですけども、その中で基準内

繰り入れでやっていけるのか、もしそれでなか

ったら基準外も発生してきますので、その二点

ちょっとお伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えいたしま

す。まず一点目の規模の話ですけども、実際の

ところ、いわゆる北部の効率のいいところは先

につながせていただいております。計画区域は

あるのですが、実際問題としてここ四、五年内

で見直して縮小という形をお伝えしていかざ

るを得ない状況でございます。 

 それと、会計の基準内外の話ですけども、総

務省のほうから、実は、公営企業会計の適用の

さらなる推進、これが31年１月に出ております。

前は推進が望ましいという形はあったんです

けど、今度は期間内に法適用を全適に移行する

のが必要であるという表現に変わっておりま

す。国の方針もございまして、このたび４月か

ら公営企業法全部適用になったわけですけど

も、基本的には基準内繰り入れはお受けして、

今までいただいていた基準外、通年年４億円、

５億円弱ですか、それをずっと受けてまいりま

したけども、それがない状態では立ち行きまい

りません。 

 で、今回の提案でありますその基準外の繰り

入れを打ち消して収支をとんとんに持ってい

くためには、今の提案する値上げが必要であろ

うかと、ぜひともこれを認めていただきたいと

いうことで提案いたしております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）17番 岡さん。 

○17番（岡 弘悟君）それは十分理解している

し、それで基準外が賄えるというのであれば、

まあまあある程度一定の理解はさせてはいた

だけるんですけども、ただ、そこで一点気にな

るのは、県の料金設定というのがやはり一番気

になるんです。本市自体を圧迫しているのは、

県に対する最終処理場の費用、かなりそちらか

ら値上げもされてますよね。そういった中で、

市の下水道状況がどんどんどんどん悪くなっ

ているのは実際事実なので、その辺、県とそれ

についても今後の話ですよ、今後また値上げ、

向こうも計画どおりに進んでいないというの

は聞いていますので、向こうも値上げをされて

きた場合はまたイタチごっこで、こっちも同じ
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だけ値上げをしていかなければいけないとい

う現状が続きますので、まずそれを県とお話し

していただくとともに、それとあと、先ほど部

長からも答弁いただきましたけども、規模の話

で、実際規模を勝手に小さくできないですよね。

それも、実際県とのかなりの話し合いが必要に

なると思います。 

 水道事業も一緒ですよね。さっき市長が14万

5,000人の取水を買っているというのも事実で、

実際、何度も返そうとしたけども県のほうは受

け入れてくれませんでしたよね。そういった現

状が下水道も同じようになったとすれば、いく

ら今事業規模を小さくしようと考えていても、

事業自体は続けていかなければいけない。そし

て、先ほど部長からも答弁いただきましたけど

も、大規模開発地は、言葉悪いですけど、ドル

箱ですわ。つなぐ費用の割に費用対効果が大き

い。ただ、これからの地域というのは費用対効

果がかなり小さい。 

 そういった中でそれを今後どうしていくか

というのが、今までの審議会の中でも一番の議

論になったと思うんです。もちろん今、前向き

に答弁いただいたんですけども、その二点につ

いて、料金のことと規模について県と話をして

前向きに進めていただけるように、これは要望

にしときます。非常に難しい話だというのはわ

かっていますので。 

 ただ、特に料金のことについては、県にはか

なりくぎを刺していただかないと、県から勝手

に上げられてしまうと、この値上げの話は全く

意味のないものになりますので、僕、今値上げ

に賛成反対の話をしてるわけじゃないですよ。

一定の理解はしていますけども、そこからまず

押さえてもらわないと、この議論は進まないと

思いますので、これは要望でとどめときますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）答弁よろしいですか。 

○17番（岡 弘悟君）はい、結構です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第15号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

   

       

 


